
 

制定 ２０１７年６月１０日 

社会福祉法人おおた 役員報酬支給基準 

（目的） 

第１条 この基準は、社会福祉法人おおた（以下「法人」という）の定款第８条及び第２ 

１条の規定に基づき、当法人の役員の報酬に関する事項を定めるものとする。 

（適用） 

第２条 この基準は、当法人の評議員、理事並びに監事及び当法人の評議員選任・解任委 

員会の委員に適用する。 

（対象職務） 

第３条 第２条に規定する当法人の役員が、定款で定められた所定の会義に出席し又はそ 

の職務並びに当法人の経営管理にかんする業務に従事した時は、報酬を支給する。 

（報酬額） 

第４条 役員が、所定の会議に出席したときは、１日につき５，０００円を支給する。 

２ 理事長及び業務執行理事が、理事会（出席）以外の日において、法人及び施設の運営 

のための業務にあたった場合は、別表１により報酬を支払うことができる。 

３ 理事が、理事会（出席）以外の日において、理事長の命を受けて、法人及び施設の運 

営のための業務にあたった場合は、別表１により報酬を支払うことができる。 

（監事の報酬） 

第５条 監事が、理事会（出席）以外の日において、法人及び施設の指導検査への立合及 

び運営上の指導又は監査の業務にあたった場合は、別表１により報酬を支払うことがで 

きる。 

（業務記録） 

第６条 役員が、会議出席以外の職務に従事した時は、業務内容等の必要な事項を、記録 

するものとする。 

 

附則 この基準は、２０１７年６月１０日より施行する。 

 ② 役員規程は、同日を以て廃止する。 

   この基準は、一部を変更して２０２２年３月１９日より施行する。 

 

別表１（日額）  

名 称 報 酬 

理事長・業務執行理事 

業務報酬 

１５，０００円 

理事・監事・評議員・   

評議員選任・解任委員  

業務報酬 

 

 ５，０００円 

監事監査指導報酬 １５，０００円 

 


